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本報告書は、航空法第 111 条の 6 並びにこれに基づく航空法施行規則第 221 条の 5 及び第 221 条の

6 に基づいて作成いたしました。 

 
１ 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針に関する事項（規則第 221 条の 6第 1号） 

中日本航空（株）は名鉄グループの一員として「名鉄グループ企業倫理基本方針」に従い、自ら

の役割と責任を明確にして行動します。 

 
基本原則 

１．ルールの遵守（法令遵守の徹底） 

２．安全の確保 

３．公正な事業活動 

４．積極的なコミュニケーション活動 

５．人と社会の尊重 

上記の 5 つを基本原則とし、前例や既成概念にとらわれることなく、オープンで風通しの

良い企業風土を築き上げます。 

 
安全方針 

中日本航空（株）のすべての役員・従業員は「安全方針」に従い行動します。 

１． 全ての社員は、安全運航確保が事業発展の基礎であると認識し、積極的に不安全要因

を取り除く努力をする。 

２． 全ての社員は、安全に係る法令・規定をよく理解し遵守するとともに、業務を行う中

で不明な点があれば上司に相談し、その指示に従って適正に処置する。 

３． 全ての社員は、運航の安全に関する状況把握に努め、安全に影響する情報はもれなく

速やかに伝達する。 

４． 全ての社員は、安全に関する情報を自らへの警告と受け止め、迅速に安全確保に必要

な処置を行う。 

５． 全ての社員は、ヒューマン・エラーを起こす可能性があるものと自覚し、常に安全の

基本を確認して職務を遂行する。 

 
安全目標 

  ２０１１年度は以下の安全目標を定めて、目標を達成するために力を尽くしております。 

１． 経営トップの「安全方針」を、全社員共通の行動基準として周知し浸透させる。 

２． 安全マネジメントシステム活動を積極的に推進し、安全レベルの継続的改善を図る。 

３． JA3902 の事故対策を着実に実行する。また、過去の重大不具合の対策状況を見直し徹

底を図る。 
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２ 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項（規則第 221 条の 6 第

2 号） 

（１）安全確保に関する組織及び人員に関する情報 

ア 全体組織及び安全確保に関する組織の組織図 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各組織の括弧内数字は組織の所属人員数 

イ 各組織の機能・役割の概要 

安全運航推進委員会 

 

 
職場安全会議 

： 

 

 
： 

社長直属の安全運航推進委員会を設置し、事業を安全に実施す

ることができる体制になっています。安全運航推進委員会では

「安全情報誌」を毎月発行して安全意識の高揚を図っています。

現場のメンバーが安全について話し合う会議です。経営管理部

門と現場の情報伝達の機能を有しています。 

運 航 部 門 ： 運航部門は航空管理センター、飛行機運航部、ヘリコプター運

航部及び査察室の４部署、１６０名で構成されています。 

整 備 部 門 ： 整備部門は品質保証部、整備部、工場整備部、整備訓練室、資

材補給室の５部署、２５７名で構成されています。 

 

社長 

 安全運航推進委員会(20)

航空事業本部 

監査室(2) 

飛行機営業部(6) 

ヘリコプター営業部(48) 

国際ビジネス機事業室(4) 

航空管理センター(53) 

飛行機運航部(16) 

ヘリコプター運航部(89) 

査察室(2) 

品質保証部(21) 

整備部(143) 

工場整備部(88) 

整備訓練室(1) 

資材補給室(4) 

安全統括管理者  職場安全会議（17）
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ウ 航空機乗組員、客室乗務員及び整備従事者の数 

航空機乗組員 ： １０５名 

客室乗務員 ：   ０名 

整備従事者 ： ２２６名 

エ 運航管理者の数及び整備従事者のうち有資格整備士の数 

運航管理従事者 ：  ４７名 

有資格整備士 ： １７６名 

 
（２）日常運航の支援体制 

ア 定期訓練及び審査の内容 

航空機乗組員 

  運航に必要な知識及び能力を維持向上させるために１年に１回の定期訓練を実施して 

います。また、１年に１回定期審査を受け、これに合格しなければ機長として乗務する 

ことができません。 

「運航規程審査要領：空航第 58 号」及び「航空運送事業及び航空機使用事業の許可及び

事業計画変更の許可審査要領（安全関係）：空航第 69 号、空機第 68 号」により定められ

ています。これらの規程については、国土交通省航空局ホームページをご覧ください。 

整備従事者 

整備に携わる者全員が２年毎に定期訓練を受講し、安全情報、技術情報などを取得しま

す。 

「整備規程審査要領：空機第 73 号」及び「航空運送事業及び航空機使用事業の許可及

び事業計画変更の許可審査要領（安全関係）：空航第 69 号、空機第 68 号」により定めら

れています。これらの規程については、国土交通省航空局ホームページをご覧ください。 

運航管理者等 

 運航管理者及び運航管理担当者等は 1 年に 1 回、運航所に勤務する運航管理補助者は 2

年に 1 回の定期訓練を受講し、運航の安全確保を図るため必要な知識及び技能の維持向上

を図っています。 

「運航規程審査要領：空航第 58 号」及び「航空運送事業及び航空機使用事業の許可及び

事業計画変更の許可審査要領（安全関係）：空航第 69 号、空機第 68 号」により定められ

ています。これらの規程については、国土交通省航空局ホームページをご覧ください。 

 
イ 日常運航における問題点の把握とその共有、現場へのフィードバックの体制 

運航管理担当者は運航管理補助者等を通じ、運航状況を常に把握し、気象状況、飛行区域

に関する航空交通情報等を提供する等、必要な援助を行います。飛行後に機長から運航状況

の提供を受け、その内容を分析し、報告書作成等の必要な措置を行います。 

安全運航担当を指名し、「機長報告」「ヒヤリ・ハット報告」等の報告を通じ、運航状況の

把握に努め、これを分析して関係者に通知します。 

整備部門においては、整備部技術検査課が問題点の把握等を行い、必要に応じて整備規程

に定められた手順に従い、技術通報等を発行して周知させます。 
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ウ 安全に関する社内啓発活動等の取組み 

社長直属の安全運航推進委員会が航空安全週間、航空安全に関する講演会等を主催すると

ともに、委員会を毎月開催しています。また安全情報誌を毎月発行し安全に関する社内啓発

に役立てています。 

（３）使用している航空機に関する情報              （平成２３年２月末現在） 

飛行機     機数合計：１５機   平均機齢：２５年    

機 種 機数 座席数 平均年間飛行時間 導入開始年 平均機齢

セスナ式 Ｃ１７２ ５ ３ １７５ １９８６年 ２９ 

セスナ式 Ｃ２０６ １ ５ ２７９ １９７９年 ３２ 

セスナ式 Ｃ３０３ １ ５ １４４ １９９７年 ２９ 

セスナ式 Ｃ４０４ １ ９ ９６ １９８５年 ３４ 

セスナ式 Ｃ２０８ ３ ９ ２４０ １９９２年 １２ 

ビーチクラフト式 Ｂ２００ ２ ９ ３１６ １９９９年 １７ 

セスナ式 Ｃ５６０ ２ ８ ３７４ １９９８年 ２１ 

ヘリコプター  機数合計：５９機   平均機齢：１７年 

機 種 機数 座席数 平均年間飛行時間 導入開始 平均機齢

ベル式 Ｂ２０６Ｂ ６ ４ １４８ １９７７年 ２７ 

アエロスパシアル式 ＡＳ３５０ １６ ５ １９１ １９８３年 ２１ 

ＭＤヘリコプターズ式 ＭＤ３６９ ３ ４ ２２６ ２００２年 ２１ 

アエロスパシアル式 ＡＳ３５５ ７ ５ １０９ １９９０年 ２０ 

ベル式 Ｂ４３０ ６ ９ ２０５ １９９７年 １０ 

ユーロコプター式 ＥＣ１３５ １４ ７ １４１ ２０００年 ６ 

アエロスパシアル式 ＡＳ３６５ １ １３ ２４３ ２００９年 ３ 

ベル式 Ｂ４１２ １ １４ １９２ １９９５年 １６ 

富士ベル式 ＦＢ２０４Ｂ－２ ２ ９ ３８５ １９７７年 ２６ 

アエロスパシアル式 ＡＳ３３２ ３ ２５ ４６８ １９８８年 ２２ 

 
（４）運航状況に関する情報 

当該事業年度における保有機種別の輸送実績については、路線を定めて運航していないため、

省略します。 

 
３ 法第 111 条の 4 の規定に基づく報告に関する事項（規則第 221 条の 6第 3 号） 

（１）法第 111 条の 4 に規定する「航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態」（事故、重大

インシデント及びその他の安全上のトラブル）の発生状況 

ア 総件数 ： ２件 

イ 主要な事態（安全上の重大性や社会的反響が大きかった事態） 

の概要及び対応状況 ： 
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①  セスナ式ＴＵ２０６Ｇ型の北海道松前郡における空輸中の航空事故の概要と対策は以 

下のとおりです。 

    弊社所属のＪＡ３９０２（CessnaTU206G）は平成２２年７月２８日午前８時４９分 

に新潟空港を離陸し、丘珠空港へ空輸中、同日午前１０時３９分頃に北海道上磯郡知内 

町付近で消息不明になり、同７月３０日午前１１時４６分頃北海道松前郡福島町岩部付 

近で墜落しているのが発見されました。同機には、機長及びカメラマンが搭乗していま 

したが、２名とも死亡しました。 

直ちに、国土交通省運輸安全委員会による航空事故調査が開始され、現在も継続中です。 

 社内においても、社内事故調査委員会を立ち上げ、事故調査を進めてまいりました。 

平成２３年２月２４日付で社内事故調査結果及び再発防止策について報告書を取り纏め、 

以下の再発防止策を実施しております。 

・操縦士に対する安全教育の改善。 

・運航可否は機長の個人裁量を抑えて、組織全体で支援できる体制とする。 

・運航支援、運航監視体制について改善する。 

 
②  セスナ式Ｃ５６０型の高度セレクター設定ミス及び高度逸脱に伴う TCAS-RA の作動 

 の概要と対策は以下のとおりです。 

弊社所属のＪＡ１２０Ｎ（Cessna C560）は平成２２年９月２４日１５時４７分ごろ 

高知空港から札幌飛行場へ空輸中、函館ＶＯＲ南西２５ＮＭで管制指示高度 31,000Ft を 

30,000Ft にセットして降下し、TCAS-RA が１秒間作動しました。 

本不具合に対して以下の再発防止策を実施しました。 

・操縦士全員に周知すると共に、２MAN Concept について抜本的な再構築を実施する。 

 
ウ トラブルの種類別、機種別、国内線・国際線別の発生状況等、参考となるデータ 

a 航空事故 ： １件 

b 重大インシデント ： ０件 

c その他安全上のトラブル ： １件（上記アの件） 

    
４ 安全を確保するために講じた措置、講じようとした措置に関する事項（規則第 221 条の 6第 4号） 

（１）３の航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態の再発防止のために講じた措置又は講

じようとする措置 

前述の報告事象を参照願います。 

 
（２）国から受けた事業改善命令、厳重注意その他の文書による行政処分又は行政指導を受けた場

合には、これに関して講じた措置又は講じようとする措置 

該当しません。 

 

 

 



 
安全報告書 ２０１０ 

6 

（３）（１）及び（２）以外に安全性向上のために講じた措置及び講じようとする措置がある場合に

は当該措置 

ア 運航機の更新を積極的に進めるとともに、更新にあたっては TCAD（空中衝突警告装置）・

GPS 受信機等の安全装備の充実を図っています。 

イ 全国の運航を一元的に管理することを目的として、地上側ＶＨＦ無線設備については広空

域型装置の導入を進めており、静岡県上空をカバーする無線設備の充実を図っています。 

ウ 航空部門について定期的に内部監査を行い、不具合要因の発見と是正に努めています。 

エ CRM（クルー・リソース・マネジメント）訓練の拡充を図っています。 

オ 整備士及び操縦士を逐次海外のメーカー等に派遣し、海外訓練を進め、安全と技術力の 

向上を図っています。 

 
（４）輸送の安全に関する目標の達成度、安全に関する取組みの実施状況、安全上のトラブルの発

生状況等を踏まえた、当該事業年度における自社の輸送の安全の状況に関する総括的な評価 

2010 年度については、まことに残念ながら航空事故を発生させてしまいました。今後は更

なる安全対策を策定し、二度と航空機事故を発生させないよう再発防止対策を着実に実行し

てまいります。 

 
（５）安全報告書の対象事業年度における全社的な安全目標、安全に関する各部門における具体的

な取組み目標等の事項 

    １．航空安全週間 

      毎年５月１９日を含む１週間を「中日本航空 航空安全週間」と指定し、安全行動への 

モチベーションを高めることを目指した活動を行っている。 

    ２．安全講演会の開催 

      毎年社外有識者による講話を聴講して安全意識の高揚を図っている。 

３． 安全巡視 

年２回社長による安全巡視を行い、現場の安全状態の点検を行っています。 

４．「安全運航標語」「安全運航ポスター」の募集 

      安全に対する意識向上を目的として、社員の家族も含め「安全運航標語」「安全運航 

ポスター」を募集し、社内に掲示しています。 

－以上－ 

 


